
平成２９年

第２回市議会定例会 議案第１４号

公有水面埋立てについて

公有水面埋立法第３条第１項および港湾法第５８条第２項の規定によ

り，公有水面埋立てに関し，函館港港湾管理者函館市代表者函館市長工

藤壽樹から別紙のとおり意見を求められたが，これに同意したいので議

会の議決を求める。

平成２９年６月１日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

（根拠規定）

公有水面埋立法第３条第４項



函 港 管

平成２９年５月１７日

函館市長 工 藤 壽 樹 様

函館港港湾管理者 函館市

代表者 函館市長 工 藤 壽 樹

公有水面埋立免許について

このことについて，函館港港湾区域内公有水面の埋立免許願書が下記

のとおり提出され，免許できるものと判断しますので，公有水面埋立法

第３条第１項および港湾法第５８条第２項の規定によりあなたの意見を

伺います。

なお，意見は本書到達の日から６０日以内にご回答下さい。

記

１ 出願の年月日

平成２９年４月１９日

２ 出願人およびその住所ならびに代表者の氏名

出 願 人 函館市

出願人の住所 函館市東雲町４番１３号

代表者の氏名 函館市長 工藤 壽樹

３ 埋立区域

(1) 位置

函館市末広町２１番６４および５９番地先公有水面

(2) 区域

次の各地点のうち，①の地点から⑦の地点までを順次に結ぶ平成

２８年秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋０．８７メートル）における公有

水面と陸地との境界線，⑦の地点から⑯までを順次に結んだ線およ

び①と⑯を結ぶ平成２８年秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋０．８７メー



トル）における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

①の地点 四等三角点緑島（北緯４１度４６分１７秒１１３０，東

経１４０度４２分５８秒２１６７）から１８４度１６分00

秒５００．１４メートルの地点

②の地点 ①の地点から２３６度０８分３６秒６６．０４メートル

の地点

③の地点 ②の地点から２７１度２９分１０秒２４．６０メートル

の地点

④の地点 ③の地点から３６度３５分４３秒０．６７メートルの地

点

⑤の地点 ④の地点から３０９度３８分５２秒１１９．３３メート

ルの地点

⑥の地点 ⑤の地点から２１９度３４分３８秒１０．７０メートル

の地点

⑦の地点 ⑥の地点から３０９度４１分４６秒１．１４メートルの

地点

⑧の地点 ⑦の地点から３９度３４分３８秒１４．０４メートルの

地点

⑨の地点 ⑧の地点から１２９度３８分５２秒１１７．６９メート

ルの地点

⑩の地点 ⑨の地点から９２度４６分４１秒１７．９８メートルの

地点

⑪の地点 ⑩の地点から５６度０８分３６秒６１．５４メートルの

地点

⑫の地点 ⑪の地点から１４６度０８分３６秒０．９９メートルの

地点

⑬の地点 ⑫の地点から５６度０８分３６秒７．３５メートルの地

点

⑭の地点 ⑬の地点から１４６度０８分３６秒６．３５メートルの

地点



⑮の地点 ⑭の地点から１４５度０６分３７秒６．０３メートルの

地点

⑯の地点 ⑮の地点から２３６度０８分３６秒０．２５メートルの

地点

(3) 面積

９９８．５３平方メートル

４ 埋立てに関する工事の施行区域

(1) 位置

函館市末広町２１番６４，５９番および２２番４７地内ならびに

２１番６４，５９番地先公有水面

(2) 区域

次の各地点を順次に結んだ線および○イの地点と○ヨの地点を結んだ

線により囲まれた区域

○イの地点 四等三角点緑島（北緯４１度４６分１７秒１１３０，東

経１４０度４２分５８秒２１６７）から１８１度５４分39

秒５２７．２０メートルの地点

○ロの地点 ○イの地点から２３７度２６分２２秒１１．６１メートル

の地点

○ハの地点 ○ロの地点から３２５度０３分３６秒１９．３５メートル

の地点

○ニの地点 ○ハの地点から２３７度０２分５２秒７２．７２メートル

の地点

○ホの地点 ○ニの地点から２８８度２９分００秒１０．１１メートル

の地点

○ヘの地点 ○ホの地点から３０７度５１分１７秒１７．２７メートル

の地点

○トの地点 ○ヘの地点から３０９度４１分２４秒３２．５０メートル

の地点

○チの地点 ○トの地点から３０９度４１分２１秒４５．４６メートル

の地点



○リの地点 ○チの地点から３０９度４１分２４秒４１．９３メートル

の地点

○ヌの地点 ○リの地点から３０９度４１分２３秒１８．１４メートル

の地点

○ルの地点 ○ヌの地点から３９度３８分５２秒１２０．００メートル

の地点

○ヲの地点 ○ルの地点から１０８度２４分３６秒５９．７９メートル

の地点

○ワの地点 ○ヲの地点から１４６度０８分３６秒１３０．００メート

ルの地点

○カの地点 ○ワの地点から２３６度０８分３６秒１５．３０メートル

の地点

○ヨの地点 ○カの地点から１４５度０６分３７秒３４．３２メートル

の地点

(3) 面積

２２，５７０．７６平方メートル

５ 埋立地の用途

緑地

６ 設計の概要

(1) 埋立地の地盤の高さ

区 域 地 盤 高

緑 地 Ｄ．Ｌ．＋０．８７メートル～Ｄ．Ｌ．＋２．００メートル

(2) 護岸，堤防，岸壁その他これらに類する工作物の種類および構造

名 称 種類 構 造

A1部 護岸 （本体工）鋼矢板，控え鋼矢板

（上部工）コンクリート

〈天端高〉Ｄ．Ｌ．＋２．００メートル

A2部 護岸 （基礎工）捨石

（本体工）コンクリート



（上部工）コンクリート

〈天端高〉Ｄ．Ｌ．＋２．００メートル

Ｂ部 護岸 （基礎工）捨石

緑 地 （本体工）コンクリート

（護岸） （上部工）コンクリート

〈天端高〉Ｄ．Ｌ．＋２．００メートル

Ｃ部 護岸 （基礎工）捨石

（本体工）コンクリート

（上部工）コンクリート

〈天端高〉Ｄ．Ｌ．＋２．００メートル

Ｄ部 護岸 （本体工）鋼矢板，控え鋼矢板

（上部工）コンクリート

〈天端高〉Ｄ．Ｌ．＋２．００メートル

Ｅ部 護岸 （基礎工）捨石

（本体工）コンクリート

（上部工）コンクリート

〈天端高〉Ｄ．Ｌ．＋２．００メートル

(3) 埋立てに関する工事の施行方法

①埋立工法

本埋立ては，既設工作物の前面を埋立て，新たな護岸を整備す

るものであるが，埋立土砂等の投入は伴わないため，本項につい

ては該当しないものである。

②埋立てに関する工事の施行順序

本埋立てに関する工事は，一体的に施工するもので，まず，新

規構造物の施行に際して支障となる既設工作物の撤去を行った後，

緑地（護岸）Ｄ部，同Ａ１部，同Ａ２部，同Ｂ部，同Ｃ部，同Ｅ

部の順に工事に着手して順次上部工まで施行する。また，これら

の工事と並行して既設護岸の改良を行う。

最後に舗装工を施行して，本埋立てに関する工事を竣功させる。

③埋立てに用いる土砂等の種類

該当事項なし

(4) 公共施設の配置および規模の概要



該当事項なし

７ 埋立てに関する工事の施行に要する期間

２年９月






